
相生市新型コロナウイルス対策本部（危機管理課℡２３-７１３２）

第５波急拡大！緊急事態宣言発令！

市民の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止について、

ご理解とご協力をいただいておりますことに、心から感謝申し上げます。

相生市は８月１６日からまん延防止等重点措置実施区域となりましたが、

８月２０日から兵庫県に緊急事態措置が発令され、より厳しい感染対策が求め

られます。

兵庫県内の新規感染者数は、過去最多の８００人を超え、県内における病床

使用率は約６割に迫るなど、まさに緊急事態にあります。このまま拡大が続け

ば、医療ひっ迫に繋がり、救える命が救えなくなる状況となります。

度重なる緊急事態措置、まん延防止等重点措置の発令に、慣れや気の緩みな

どが心配されるところですが、１日も早くこの状況から抜け出すためには、皆

様のご協力が不可欠です。市民の皆様には、不要不急の外出の自粛、特に混雑

した場所等への外出を半減していただき、マスク着用や３密（密閉・密集・密

接）の回避といった基本的な感染対策などの徹底をお願いいたします。また、

ワクチンの積極的な接種につきましてもよろしくお願いいたします。

また、台風や前線の影響により、各地で水害による被害が発生しておりま

す。皆様には日頃から災害に対する備えをよろしくお願いいたします。

緊急事態宣言下であることを一人ひとりが認識し、人流の抑制や、より一層

の感染対策の徹底をお願いいたします。
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